
（様式２）

部（局）等名：土木部

契約の名称又は
品 名 ・ 数 量 等

契約日
契約の相手先の
名称及び所在地

契約金額 (円)
地方自治法施行令
の  適  用  条  項

随意契約とした理由
所管部課（地方
機 関 ）の 名 称

備　考

波積ダム建設事業
転流工修正設計業務
委託

H29.7.28
八千代エンジニヤリング（株）

松江市朝日町４８９番地
6,674,400 第167条の2第1項第2号

　波積ダム建設事業転流工は
ダム本体工事のために、都治
川本川の流れを仮排水路トン
ネルにより迂回させるものであ
る。
　当該業者は転流工の実施設
計業務に携わっており、本ダ
ム周辺の地質特性等を十分に
把握しているため、業務内容
について業務上本来必要とさ
れる「計画準備」、「地形地質
条件検討」等の作業項目を省
くことができる。
　また、業務内容に精通してい
ることから上記作業項目を省
いた結果、工期についても短
縮を図ることができる。

浜田河川総合開発
事務所

（注１） 長期継続契約である場合には、契約金額欄には契約総額を記載するとともに、備考欄に長期継続契約である旨及び期間（○か年）を記載すること。

（注２） 単価契約である場合には、契約金額欄には契約単価（消費税等込み）を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び予定調達総額を記載すること。

随意契約の結果の公表


